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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年６月１４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２３年５月２１日 ２０時３８分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市田平
たびら

港西防波堤  

田平港西防波堤灯台から真方位１５７°１３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°２１.７４′ 東経１２９°３４.４８′） 

事故調査の経過  平成２３年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官 (長崎事務所)

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第五十七住
すみ

若
わか

丸、４１３トン 

１３７０６４、住若海運株式会社 

   ２９.９７ｍ×１７.６５ｍ×７.５３ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計)、平成１２年１０月２６

日 

Ｂ バージ 東風
とうふう

、約３,８９５トン 

   なし、住若海運株式会社 

   １０７.８８ｍ×２０.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

機関なし、平成１３年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性  ５６歳 

四級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和５４年４月１３日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月５日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１月１７日 

 死傷者等 なし        

 損傷 Ａ 右舷船尾に凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷船尾に凹損を伴う擦過傷 

田平港西防波堤 セメント剝離  

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長ほか４人が乗り組み、Ｂ船の船尾に船首部を結合して全長

約１１６ｍのＡ船押船列を構成し、長崎県松浦市松浦港沖に向け、平戸市

平戸島東岸沖を約１３.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

自動操舵により北進した。 

船長は、一等航海士と交代して単独の船橋当直を行っていたところ、平

成２３年５月２１日１９時４２分ごろ平戸市下
しも

枯木
かれき

島東方で霧のために視

程が約１海里（Ｍ）に低下し、２０時００分ごろ平戸市所在の青砂埼灯台

の手前約３.５Ｍにおいて、船首マスト灯の明るさから視程が約１００ｍの

視界制限状態となったことを知ったが、乗組員が早朝から業務に就いてい
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たので、乗組員を休ませようと気遣い、当直体制を強化せずに２０時１４

分ごろ両舷機を微速力前進とし、約９.０knに減速した。 

船長は、１号レーダーを０.５Ｍレンジ、２号レーダーを０.７５Ｍレン

ジにそれぞれ設定し、ヘッドアップ表示でレーダーと目視で見張りを行い

ながら、２０時２１分ごろ、青砂埼灯台から２８７°（真方位、以下同

じ｡）３００ｍ付近において、針路を平戸島東方の平戸瀬戸南口の右寄りに

向ける約０２７°に定めて航行し、２０時２５分ごろ平戸市所在の平戸大

橋の手前約１Ｍで左舷機クラッチを中立として約６.５knに減速した。 

船長は、反航船がいなければ、平戸瀬戸南口の中央寄りに針路をとるつ

もりでいたが、平戸大橋の北側から南下する反航船をレーダーで探知した

ので、同じ針路で航行し、田平港西防波堤灯台から１９０°１,１００ｍ付

近の同橋手前約３００ｍ付近に達したところ、同反航船と左舷対左舷で通

過できそうになったことから、針路を約０１７°として北流の潮流を受け

て約７.５knの速力で手動操舵により平戸瀬戸最狭部の右側を航行した。 

船長は、２０時３５分ごろ平戸大橋下を通過して反航船とも通過し終え

たので、目視で前方の状況を確認しようとしているうち、ふだんの変針場

所に達したと思い、いつものように左舵１０°で左転を開始した。   

船長は、１号レーダーを見て田平港西防波堤（以下「本件防波堤」とい

う｡）が近いことに気付き、右舷機のクラッチを中立とし、左舵一杯とした

が、２０時３８分ごろＡ船押船列の船首が約３００°を向き、速力が約７.

０knになったとき、右舷後部が本件防波堤に衝突した。 

Ａ船押船列は、衝突後、霧中での停泊を避けて自力で目的地に向かい、

船長は、事後の処理に当たった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南、風力 ２、視程  約１００ｍ 

海象：潮流 平戸大橋北方約１Ｍの平戸瀬戸東側には約１kn の北北東流が

あった。 

 その他の事項 船長は、２か月に１度ほど長崎県佐世保市相浦港に入港していたので、

本事故発生場所付近の状況をよく知っていたことや航海時間が約１０時間

だったことから、船橋当直を船長、一等航海士及び二等航海士による３時

間の単独３直制とし、平戸瀬戸通航時間帯に合わせて１９時から入港する

までを船長の当直としていた。 

Ａ船乗組員は、本事故当日、０３時３０分ごろ熊本県三角港を出港した

後、１２時２０分ごろ福岡県大牟田市大牟田港沖を発進するまで、荷役な

どで連続作業となっていた。 

長崎県平戸・松浦地区には、５月２１日１８時５２分濃霧注意報が発表

された。 

本船の安全管理規程に基づく運航基準には、次のとおり定められてい

た。 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に

達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダワッチ等による厳格な見

張り及び曳船等による先導等、付加的に安全措置を講ずるとともにその時

の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路

変更の措置をとらなければならない。 

・視程が５００ｍ以下の時 

分析 乗組員等の関与 あり 
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船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

本船は、霧により視界が制限された平戸瀬戸の

平戸大橋付近を北進中、船長が、ふだんの変針場

所に達したと思い、いつものように左舵１０°で

左転を開始したが、レーダーで船位の確認を行わ

なかったことから、ふだんの変針場所を通過して

おり、本件防波堤に接近して衝突したものと考え

られる。 

船長は、霧により視界制限状態となったことを

知った際、乗組員が早朝から業務に就いていたこ

とから、乗組員を休ませようと気遣い、２人当直

にするなどの当直体制の強化をしなかったものと

考えられる。 

船長が、当直体制を強化し、レーダーによる見

張りを強化していれば、船位の確認ができ、本事

故の発生を防止できた可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、霧により視界が制限された平戸瀬戸の平戸大

橋付近を北進中、船長が、ふだんの変針場所に達したと思い、いつものよ

うに左舵１０°で左転を開始したが、レーダーで船位の確認を行わなかっ

たため、ふだんの変針場所を通過しており、本件防波堤に接近して衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・安全管理規程を遵守し、視界制限状態においては、２人当直とするな

どしてレーダーによる見張りを強化すること。 

 




